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総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

東
京
司
法
書
士
会
主
催
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
相
続
・
遺
言
・
土
地
・

建
物
・
登
記
・
暮
ら
し
に
お
け
る
ト

ラ
ブ
ル
・
生
活
再
建
」
と
い
っ
た
相

談
ご
と
に
関
し
ま
し
て
、
面
談
に
よ

る
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

新
島
相
談
会

【
相
談
日
時
】
平
成
28
年
7
月
8
日

（
金
）
午
前
10
時
〜
午
後
2
時

【
相
談
場
所
】新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

交
通
手
段
の
関
係
で
や
む
な
く
中
止

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
際
は
何
卒
ご
容
赦
く
だ
さ

い
。
予
約
は
不
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

東
京
司
法
書
士
会
事
務
局
事
業
・
研

修
課

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

平
日 

午
前
9
時
〜
午
後
5
時
（
正

午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

■
司
法
書
士
に
よ
る
出
前
相
談
所

■
ご
存
じ
で
す
か
？
検
察
審
査
会

　

検
察
審
査
会
制
度
と
は
、
検
察
官

の
仕
事
に
国
民
の
良
識
を
反
映
さ
せ

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

選
挙
権
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
国
民

の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
た
11

人
の
検
察
審
査
員
で
構
成
さ
れ
、
検

察
審
査
員
は
自
分
の
良
心
に
従
い
公

平
誠
実
に
、
検
察
官
が
被
疑
者
（
犯

罪
を
犯
し
た
疑
い
が
あ
る
者
）
を
裁

判
に
か
け
な
か
っ
た
こ
と
（
不
起
訴

処
分
）
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
を

判
断
し
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
の
会
議
は
非
公
開
で

行
わ
れ
、
任
期
は
6
か
月
で
3
か
月

ご
と
に
半
数
が
入
れ
替
わ
り
、
審
査

は
不
起
訴
処
分
が
国
民
の
常
識
に
合

致
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
法
律
的
な
専
門

知
識
は
不
要
で
す
。

　

こ
の
制
度
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
う

え
、
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
際
に

は
、ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局

☎
０
３
（
３
５
８
１
）
２
８
７
７

企
画
財
政
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町

村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

に
使
わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間　

7
月
6
日
（
水
）
〜

　
　
　
　
　

7
月
29
日
（
金
）

発
売
場
所　

全
国
の
宝
く
じ
売
場

抽
せ
ん
日　

8
月
9
日
（
火
）

支
払
開
始
日　

8
月
15
日
（
月
）

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
】

賞
金　

1
等　
　
　

5
億
円

　
　
　

前
後
賞　
　

各
1
億
円

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
】

■
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　
　
　
　
　
　
　
　

発
売
開
始

建
設
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
水
道
水
の
水
質
検
査
計
画
及

び
水
質
検
査
結
果
に
つ
い
て

　

村
で
は
、
安
全
で
お
い
し
い
水
を

お
届
け
す
る
た
め
に
、
水
源
と
な
る

地
下
水
と
、
家
庭
の
蛇
口
で
定
期
的

に
水
質
検
査
を
行
い
水
道
水
の
水
質

管
理
に
万
全
を
期
し
て
い
ま
す
。
こ

の
水
質
検
査
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か

を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
検

査
す
る
場
所
・
項
目
・
頻
度
な
ど
に

つ
い
て
記
し
た
も
の
が
水
質
検
査
計

画
で
す
。

　

安
心
し
て
水
道
水
を
ご
利
用
い
た

だ
け
る
よ
う
「
平
成
28
年
度
水
質
検

査
計
画
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
ま
た

「
平
成
27
年
度
水
質
検
査
結
果
」
と

合
わ
せ
て
次
の
と
こ
ろ
で
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

①
役
場
建
設
課

　

②
若
郷
支
所

　

③
式
根
島
支
所

【
問
い
合
わ
せ
】

役
場
建
設
課
水
道
係　

☎
（
５
）
０
２
１
２

▼
超
高
速
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
整
備
に

向
け
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

　

新
島
村
で
は
、
現
在
情
報
通
信
基

盤
（
超
高
速
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
）
の

整
備
に
よ
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
や
、
地
域
の
活
性
化
を
実
現
す
る

た
め
の
情
報
化
計
画
策
定
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
村
民
の
皆
様
を
対
象

に
、
超
高
速
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
整

備
に
向
け
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

い
、
今
後
の
検
討
へ
生
か
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

配
布
予
定
時
期
：
7
月
上
旬

配
布
・
回
収
方
法
：
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
よ
り
各
世
帯
に
配
布
・
回

収
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

新
島
村
役
場　

企
画
調
整
室　

☎
（
５
）
０
２
０
４

▼
島
嶼
会
館
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
の
お

願
い

　

島
嶼
会
館
の
更
な
る
サ
ー
ビ
ス
向

上
を
図
る
た
め
、
皆
様
か
ら
の
意
見

を
い
た
だ
き
た
く
、
各
ご
家
庭
へ
ア

ン
ケ
ー
ト
を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

島
嶼
会
館　

☎
０
３
（
３
４
３
２
）
４
９
６
１

賞
金　

1
等　

７
，
０
０
０
万
円

　
　
　

2
等　

１
０
０
万
円

　
　
　

3
等　

10
万
円

　
　
　

4
等　

7
千
円

　
　
　

5
等　

３
０
０
円

【
問
い
合
わ
せ
】

（
公
財
）
東
京
都
区
市
町
村
振
興
協
会

☎
０
３
（
５
２
１
０
）
９
９
４
５

　

弁
護
士
・
司
法
書
士
・
税
理
士
な

ど
の
法
律
関
係
者
が
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

　

離
婚
や
相
続
な
ど
家
庭
内
の
法
律

問
題
、
税
金
や
土
地
の
問
題
な
ど
相

談
内
容
は
何
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

主
催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
司
法
過
疎
サ

ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

新
島
地
区　

7
月
22
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜

　
　
　
　
　
　
　

午
後
3
時

■
第
18
回
く
ら
し
の
法
律
税
金
相
談

場
所　

新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

式
根
島
地
区　

7
月
22
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
後
0
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　

午
後
3
時
30
分

場
所　

式
根
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

そ
の
他　

ご
予
約
は
不
要
で
す
。
事

前
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
法
律

家
が
ご
自
宅
に
お
伺
い
す
る
出
張
相

談
に
も
応
じ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

マ
ザ
ー
シ
ッ
プ
法
律
事
務
所

弁
護
士　

小
海
範
亮

☎
０
３
（
５
３
６
７
）
５
１
４
２
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■
国
民
年
金
保
険
料

　

免
除
等
の
申
請
に
つ
い
て

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

に
加
入
さ
れ
て
い
る
皆
様
へ

　

75
歳
以
上
、
ま
た
は
65
歳
以
上

で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
が
加
入

し
て
い
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
証
が
、
平
成
28
年
8
月
1

日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

　

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が
7

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ぎ
の
日
程
で
保
険
証
の
更
新

を
行
な
い
ま
す
。

更
新
期
間

　

7
月
15
日（
金
）〜
7
月
22
日（
金
）

　

※
土
日
祝
日
を
除
く

更
新
場
所

　

本
村
地
区
…
役
場
民
生
課

　

若
郷
地
区
…
若
郷
支
所

　

式
根
島
地
区
…
式
根
島
支
所

持
ち
物

　

・
印
鑑

　

・
旧
保
険
証

　

な
お
、
期
間
内
に
更
新
さ
れ
な

か
っ
た
方
に
は
7
月
25
日
以
降
に

お
届
け
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

役
場
民
生
課　

保
険
係

　

☎
（
５
）
０
２
４
３

　

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
忘
れ

の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免

除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除

制
度
」
や
「
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
（
※
）」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住

民
登
録
を
し
て
い
る
区
市
町
村
役

場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
で
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
書
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
区

市
町
村
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓

口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
免
除
等
の
受
付

は
平
成
28
年
7
月
1
日
か
ら
開
始

さ
れ
、
平
成
28
年
7
月
か
ら
平
成

29
年
6
月
ま
で
の
期
間
を
対
象
と

し
て
審
査
し
ま
す
。
ま
た
、
申
請

は
原
則
と
し
て
毎
年
度
必
要
で
す
。

　

保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、「
も
し
も
」
の
と
き
の

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

※
国
民
年
金
若
年
者
猶
予
制
度

は
、
こ
れ
ま
で
30
歳
未
満
の
方
を

対
象
と
し
て
申
請
が
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
対
象
年
齢
が

平
成
28
年
7
月
か
ら
平
成
37
年
6

月
ま
で
の
10
年
に
限
り
50
歳
未
満

に
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

港
年
金
事
務
所

　

☎
０
３
（
５
４
０
１
）
３
２
１
１

　

役
場
民
生
課　

住
民
年
金
係

　

☎
（
５
）
０
２
４
３

民
生
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
新
島
村
式
根
島
高
齢
者
福
祉

拠
点
施
設
整
備
予
定
地
に
つ
い
て

広
報
に
い
じ
ま
6
月
号

訂
正
と
お
詫
び

に
し
き
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
平
成
28
年
度
連
絡
船

　

に
し
き
夏
期
運
航
ダ
イ
ヤ

　

広
報
に
い
じ
ま
6
月
号
の
な
か

で
記
載
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

左
記
の
通
り
訂
正
し
て
お
詫
び
い

た
し
ま
す
。

記
事
「
新
島
港
、海
の
安
全
祈
願
祭
」

　

正
：
正
副
会
長

　

誤
：
宮
川
会
長
、
副
会
長
、
池
村

副
会
長

　

村
で
は
、
平
成
26
年
7
月
1
日

付
で
新
島
村
式
根
島
高
齢
者
福
祉

施
設
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
議

会
、
地
域
、
福
祉
、
行
政
か
ら
な

る
14
名
の
委
員
に
よ
り
、
式
根
島

を
取
り
巻
く
高
齢
者
の
状
況
や
変

化
、
今
後
の
動
向
な
ど
を
踏
ま
え

地
域
に
あ
っ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
、
効
率
的
か
つ
、
継
続
可
能

な
運
営
を
図
る
観
点
か
ら
、
式
根

島
高
齢
者
福
祉
施
設
整
備
に
つ
い

て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
式
根
島
地
区
に
お

け
る
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
式
根

島
高
齢
者
福
祉
施
設
整
備
の
一
環

と
し
て
、
今
年
度
、
式
根
島
高
齢

者
福
祉
施
設
拠
点
整
備
事
業
で
施

設
整
備
の
た
め
の
用
地
購
入
を
進

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
た
び

式
根
島
診
療
所
駐
車
場
に
隣
接
し

て
い
る
東
側
用
地
を
購
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
の
で
報
告
い
た

し
ま
す
。
今
後
も
、
地
域
住
民
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
頂
き
な
が
ら

本
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

役
場
民
生
課　

福
祉
介
護
係

　

☎
（
５
）
０
２
４
３

夏
期
ダ
イ
ヤ
期
間

　

7
月
20
日
（
水
）
〜

　
　
　
　
　
　
　

8
月
31
日
（
水
）

運
航
時
間

　

第
１
便

　
　

式
根
島
発　

午
前
8
時

　
　

新　

島
発　

午
前
8
時
20
分

　

第
２
便

　
　

式
根
島
発　

午
前
11
時
10
分

　
　

新　

島
発　

午
前
11
時
30
分

　

第
３
便

　
　

式
根
島
発　

午
後
4
時

　
　

新　

島
発　

午
後
4
時
20
分
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五島をつなぐ　～支庁の窓～　No. ２８
　大島支庁では年度始めに、当該町村及び関連機関のご理解とご協力をいただくため、支庁管内で実施する事
業の内容、目的、場所などについて説明する「大島支庁管内都事業説明会」を開催しています。
　今年度も６月７日（火）に、住民センターにおいて、村長をはじめとする役場職員、村議会議員及び関係団体（農
業協同組合、漁業協同組合、観光協会、商工会、水産加工業協同組合）の方々にお集まりいただき、平成２８
年度事業概要の説明を支庁長以下各所属長から行いました。出席者の方から、様々なご質問や率直なご意見を
伺いました。
　大島支庁は村と力を合わせて、村民の皆様の安全・安心・利便性を確保するため、引き続き事業に取り組ん
でまいります。
（主な説明）
＜産業課＞商工・観光・環境対策事業、農業振興計画、治山・林道整備、漁業資源管理等
＜土木課＞交通安全施設・道路維持・道路補修等、砂防・海岸等整備及び防災等、園地の整備・管理等
＜港湾課＞港湾・漁港・海岸・空港整備等
＜島しょ農林水産総合センター大島事業所＞
　水産資源の持続的利用に関する研究、漁業調査指導等、農業振興技術対策、農業改良普及指導等
＜島しょ保健所大島出張所＞特定給食施設指導、在宅療養支援事業、食品に関する営業許可や衛生監視等
＜教育庁大島出張所＞教育委員会との連携、資質向上と意識改革への指導、児童・生徒の心のケア等

■住民センター図書室から新刊のご案内

つくば言語
教育研究所

三十四代
木村庄之助　監修

ヨシタケシンスケ

★悲素
★となりのセレブたち
★世界の果てのこどもたち
★君の膵臓をたべたい
★おやすみロジャー　
　魔法のぐっすり絵本

帚木　蓬生
篠田　節子
中脇　初枝
住野　よる
カール・ヨハン・エリーン

■本村住民センター図書室の利用時間
　午前9:00～午後5:00（年末・年始をのぞく）
＊新刊の貸し出しなど、
　教育委員会へお問い合わせください。
　　　　　　☎教育委員会　5-0203 直通

やっぱり"東京の波"で開催してほしい！
　今回、2020 年東京オリンピックでサーフィンが追加種目として決定することが濃厚です。
新島は東京オリンピックということで、「東京の海」「東京の波」で、ぜひ開催してほしいと、
招致に名乗りをあげています。
　国外からも都会のイメージのある「東京」にも、世界レベルの波があり、青く澄んだ海、白
い砂浜、緑に囲まれた自然豊かな場所があることを全世界のひとに知ってほしい。
　このような思いから 6月 10 日、11 日に東京お台場・千葉県一宮海岸にて、新島村でのサーフィ
ン競技開催を望む署名活動・新島村のＰＲ活動を実施しました。今後、ますます活動を活発化
させていきますので、住民の皆様のご理解ご協力をお願い致します。


